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本
稿
は
企
業
経
営
分
析
、
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
経
営
史
研
究
に
資
す

る
特
許
資
料
と
特
許
検
索
の
方
法
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
性
や
限
界
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
許
資
料
は
日
本
の
み
な
ら
ず
特
許
制
度
を

導
入
し
て
い
る
国
ご
と
に
存
在
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
日
本
の
特
許
資
料
に
限
定

し
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
民
間
の
有
料
特
許
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、

広
く
開
放
さ
れ
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
資
料
の
調
査
手
法
に
限
定
す
る
。

特
許
制
度
の
目
的
は
、
特
許
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢

発
明
の

保
護
及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
発
明
を
奨
励
し
、
も
っ
て
産
業
の
発
達
に
寄

与
す
る
こ
と｣

で
あ
る
。
特
許
制
度
は
新
技
術
の
発
明
者
に
対
し
て
一
定
期
間
そ
の

技
術
を
排
他
的
に
使
用
で
き
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
明
を
奨
励
す
る
こ

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
企
業
活
動
の
発
展
や
経
済
の
成
長
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
日
本
は
明
治
一
八(

一
八
八
五)

年
に
専
売
特
許
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
特
許
制
度
を
導
入
し
、
明
治
三
一(

一
八
九
八)

年
に
工
業
所
有
権
保
護
同
盟
条

約(

パ
リ
条
約)

に
加
盟
し
、
翌
明
治
三
二(

一
八
九
九)

年
に
特
許
法
を
改
正
し

国
際
特
許
制
度
に
加
わ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
に
は
す
で
に
、
日
本
人
、
日
本
の
企
業
、

外
国
人
、
外
国
の
企
業
が
日
本
の
特
許
制
度
を
利
用
し
、
経
営
活
動
を
行
う
条
件
が

整
っ
た
の
で
あ
る
。
各
経
済
主
体
は
特
許
を
出
願
し
、
取
得
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て

自
ら
の
新
規
技
術
を
実
現
・
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
、
個
人
や
企
業
の
特
許

活
動
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
り
企
業
や
産
業
の
発
展
、
国
際
企
業
間
関
係
、
そ
し
て

経
済
発
展
を
分
析
す
る
視
角
が
開
か
れ
る
。

特
許
制
度
の
経
済
発
展
に
対
す
る
貢
献
に
着
目
し
、
特
許
資
料
を
用
い
て
経
済
や

産
業
発
展
の
分
析
を
行
っ
た
研
究
は
す
で
に
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
石
井
正

は
織
機
技
術
の
発
展
を
特
許
資
料
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し

(

１)

、
谷
口
豊
も
綿
紡

織
機
械
工
業
の
発
展
を
特
許
出
願
や
発
明
者
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る

(

２)

。
両

氏
は
特
許
局
が
発
行
す
る『

特
許
発
明
明
細
書』

を
独
自
に
集
計
さ
れ
、
特
定
分
野

に
お
け
る
研
究
開
発
の
動
向
や
企
業
間
競
争
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
大
塚
啓
二
郎
も
同
様
に
、
綿
工
業
に
お
け
る
技
術
発
展
と
技
術
導
入
に
つ

い
て
、『

特
許
発
明
明
細
書』

か
ら
関
連
す
る
発
明
を
抽
出
し
数
え
上
げ
る
と
い
う
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作
業
を
行
い
、
産
業
動
向
を
描
画
し
て
い
る

(

３)

。
他
方
、
関
権
は『

特
許
局
年
報』

や

『

帝
国
統
計
年
報』

か
ら
特
許
の
数
量
的
デ
ー
タ
を
抽
出
し
、
在
来
産
業
と
近
代
産

業
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
技
術
導
入
や
開
発
の
動
向
を
分
析
し
て
い
る

(

４)

。
ま
た
、
関
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
特
許
庁
は『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史』

の
編
纂
に
あ
た
っ

て
歴
史
的
な
特
許
を
編
纂
し
、
出
願
人
や
技
術
分
類
に
よ
る
統
計
を
行
い
資
料
を
整

備
し
た

(

５)

。
こ
れ
以
降
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
日
本
に
お
け
る
特
許
活
動
の
動
向
や
特

徴
を
分
析
し
た
研
究
成
果
が
い
く
つ
か
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

６)

。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
な
特
許
資
料
を
用
い
て
産
業
発
展
や
経
済
発
展
を
検
討
す

る
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
日
本
全
体
の
特

許
出
願
デ
ー
タ
と
い
っ
た
よ
う
な
マ
ク
ロ
の
デ
ー
タ
や
、
産
業
別
や
製
品
別
に
集
計

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
た
も
の
が
多
い
。
経
営
史
研
究
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
個

別
企
業
の
特
許
活
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
芝
浦
製
作
所
や
日
本
電
気
の

社
史
の
な
か
で
会
社
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ

る

(

７)

。
と
い
う
の
も
、
何
千
も
あ
る
企
業
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
長
期
的
な
出
願
動
向
を

分
析
し
一
般
的
資
料
と
す
る
こ
と
は
社
会
的
な
作
業
量
と
し
て
も
適
当
で
な
く
、
ま

た
資
料
の
利
用
を
考
え
た
場
合
も
、
個
別
企
業
の
動
向
よ
り
も
産
業
ご
と
の
特
許
動

向
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
う
が
有
用
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
経
営
史
分
析
に
お

い
て
は
、
研
究
対
象
と
す
る
企
業
の
特
許
活
動
の
長
期
的
な
傾
向
や
特
徴
を
抽
出
し
、

特
許
デ
ー
タ
以
外
の
指
標
や
こ
と
が
ら
と
の
相
互
連
関
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
個
別
企
業
の
特
許
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
必
要
と
な
る
特
許
資
料
の
収
集

方
法
や
分
析
方
法
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
に
は
、
経
営
史
研
究
や
歴
史
研
究
に
と
っ

て
一
定
の
貢
献
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

近
年
の
情
報
通
信
技
術
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
特
許
調
査
の
方
法

も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研

修
館
が
運
営
す
る
特
許
電
子
図
書
館
で
は
、
特
許
第
一
号
の
明
細
書
を
閲
覧
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る

(

８)

。
し
か
し
特
許
電
子
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
例
え
ば
企

業
名
を
検
索
条
件
と
し
て
特
許
を
調
査
し
よ
う
と
し
た
場
合(

公
報
テ
キ
ス
ト
検
索

を
利
用
し
た
場
合)

、
平
成
五(

一
九
九
三)

年
以
降
に
公
開
さ
れ
た
特
許
し
か
検

索
で
き
な
い
。
そ
れ
以
前
の
特
許
公
報
類
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
等
で
保
存
さ
れ
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
ど
こ
か
ら
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
検
索

が
で
き
な
い
の
で
あ
る

(

９)

。
検
索
す
る
す
べ
が
な
け
れ
ば
、
何
百
万
件
の
デ
ー
タ
の
蓄

積
も
利
用
価
値
が
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
本
稿
で
は
、
特
許
電
子
図
書
館
の

利
用
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
歴
史
的
な
特
許
資
料
を
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
解
説
し
よ
う
と
思
う
。

以
下
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
用
い
た
特
許
資
料
の
収
集
方
法
や
分
析
方
法

を
具
体
的
事
例
と
し
て
用
い
て
説
明
し
て
い
こ
う
。

一

特
許
を
探
す

(

一)

特
定
の
技
術
を
め
ぐ
る
競
争
状
況
を
知
る

特
許
と
い
う
切
り
口
か
ら
企
業
経
営
分
析
を
行
う
場
合
、
誰
が
ど
れ
だ
け
、
ど
の

よ
う
な
特
許
を
出
願
し
取
得
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

は
じ
め
に
、
特
定
の
製
品
や
技
術
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
企
業
が
ど
の
よ
う
な
特

許
を
取
得
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
説
明
し
よ
う
。

具
体
例
と
し
て
白
熱
電
球
、
と
く
に
タ
ン
グ
ス
テ
ン
電
球
の
特
許
を
と
り
あ
げ
よ

う
。
表
１(
ａ)

は
日
本
に
出
願
さ
れ
た
押
出
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
電

球
に
関
す
る
特
許
の
、(

ｂ)

は
引
線
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
電
球
に
関

す
る
特
許
の
一
覧
で
あ
る

(

�)

。
タ
ン
グ
ス
テ
ン
電
球
は
そ
れ
以
前
に
普
及
し
て
い
た
炭
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素
電
球
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
そ

の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
世
界
的
に
競
争
が
行
わ
れ
て
い
た
。
日
本
は
一
八
九
八
年
の
パ

リ
条
約
加
盟
に
よ
っ
て
特
許
制
度
を
外
国
に
開
放
し
た
た
め
、
新
た
に
提
案
さ
れ
た

電
球
技
術
は
ほ
ぼ
同
時
的
に
日
本
に
も
特
許
出
願
さ
れ
た
。
タ
ン
グ
ス
テ
ン
電
球
は

さ
ら
に
、
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
形
成
技
術
に
よ
っ
て
押
出
成
形
さ
れ
た
も
の
と
引
線
成
形

さ
れ
た
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
押
出
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト

の
代
表
的
な
も
の
は
、
一
九
〇
四
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ユ
ス
ト(�

�����
��	


�
�)

と
フ
ラ
ン
ツ
・
ハ
ナ
マ
ン(

�
	��
�
�
��
��
��)

に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
も

の
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
彼
ら
の
特
許
が
広
範
な
権
利
を
カ
バ
ー
す
る
基
本
特
許
と
な
っ

た
。
引
線
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
は
一
九
一
〇
年
に
Ｇ
Ｅ
の
ク
ー
リ
ッ
ジ

(
�
������

�
�
�
�����

�
�)

が
開
発
し
た
も
の
で
、
押
出
成
形
さ
れ
た
フ
ィ
ラ
メ
ン

ト
の
欠
点
で
あ
る
脆
弱
性
を
克
服
し
た
画
期
的
な
技
術
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
特
許

は
国
際
的
に
出
願
さ
れ
た
が
、
パ
リ
条
約
の
原
則
に
も
あ
る
よ
う
に
、
各
国
の
特
許

制
度
は
相
互
に
独
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
特
許

が
出
願
さ
れ
登
録
さ
れ
た
か
は
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ユ
ス
ト
＝
ハ
ナ
マ
ン

特
許
が
持
ち
え
た
強
さ
が
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
も
同
様
に
保
証
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
各
国
に
お
け
る
競
合
状
況
は
個
別
に
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
表
１(

ａ)
(

ｂ)

の
よ
う
に
個
別
日
本
に
お
け
る
競
合
状
況
を
調
べ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

電
球
技
術
に
関
す
る
特
許
の
出
願
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
正
三(

一
九
一
四)

年

ま
で
に
登
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
許
局
が
編
集
し
た『

特
許
発
明
分
類
総

目
録』

を
利
用
し
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
こ
の
総
目
録
は
分
類
別
に
編
纂
さ

れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
特
許
法
に
も
と
づ
き
一
三
六
類
に
技
術
が
分
類
さ
れ
て
い

る
。
白
熱
電
球
に
関
し
て
は
第
九
八
類
が
そ
れ
に
該
当
し
、
さ
ら
に
八
つ
の
種
に
細

か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
。

第
九
八
類

電
燈

一
、
弧
光
燈

二
、
弧
光
燈
用
電
極

三
、
水
銀
電
燈

四
、
白
熱
電
燈

五
、
白
熱
電
燈
用
線
條

六
、
車
両
電
燈

七
、
電
燈
承
口

八
、
雑

こ
の
う
ち
五｢

白
熱
電
燈
用
線
條｣

が
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
に
関
す
る
発
明
の
分
類
で
あ

り
、
こ
れ
を
中
心
に
特
許
を
調
査
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
第
九
八
類
以
外
に
も
白
熱

電
球
に
関
す
る
特
許
分
類
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば

第
三
九
類｢

諸
製
造
機｣

の
な
か
に
二
八｢

白
熱
電
燈
製
造
機｣

と
い
う
種
が
あ
り
、

こ
こ
に
も
関
連
す
る
特
許
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
目
録
で
判
明
す
る
項
目
は
特
許
番
号
、
発
明
名
称
、
特
許
年
限
、
住
所
、
特

許
証
主
氏
名
、
特
許
年
月
日
、
特
許
公
報
番
号
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
欄
外
に

特
許
失
効
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
許
書
誌
情
報
を
集
計

し
て
分
析
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
特
許
番
号
が
判
明
し
た
場
合
は
、
そ
の

番
号
を
用
い
て
特
許
電
子
図
書
館
の
特
許
・
実
用
新
案
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
特
許
明
細

書
の
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
許
明
細
書
に
は
書
誌
情
報

の
ほ
か
に
請
求
項
目
や
図
面
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
許
に
つ
い
て

内
容
に
基
づ
い
た
検
討
が
可
能
と
な
る
。

大
正
四(

一
九
一
五)

年
以
降
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば『

特
許
発
明
明
細
書

― 97 ―



― 98 ―

表１ タングステン・フィラメント特許の出願状況 (1918年出願まで)
(ａ) 押出タングステン･フィラメント
番号 出願日 発 明 者 国籍 権 利 者 国籍 発 明 の 名 称
10�148 1906.01.11 ― ― ドクトル・フリッツ・ブラウ 墺 白熱電気燈心の製造法
10�877 1906.01.11 ― ― ドクトル・フリッツ・ブラウ 墺 金属 ｢ドングステン｣ の心を具

ふる白熱電気燈
10�807 1906.03.19 ― ― ドクトル・ハンス・クツエル 独 電気白熱体の製造法
10�830 1906.04.04 ― ― �� 米 ｢タングステン｣ 繊條製造方法

13�020 1906.10.02 ― ―
ドイッチェン・ガスグリューリヒ
ト・アクッチェンゲゼルシャフト
(アウエルゲゼルシャフト)

独 電燈用の金属性白熱繊條を製造
する方法

14�214 1906.12.04 ― ― �� 米 金属繊條製造法
13�612 1907.01.22 ― ― フランツ・パンナマン, ドクター・

アレキサンダー・ジャスト 洪 白熱電気燈用繊條製造法の改良

14�215 1907.08.28 ― ― �� 米 発光性金属を含有せる針金及ひ
導線

17�606 1909.06.10 アレーダー・パクツ 米 �� 米 電球繊條
17�607 1909.09.20 アレーダー・パクツ 米 �� 米 電燈球繊條其他に用ゆる発光体

の製造方法
18�726 1910.08.23 ハインリッヒ・ウェー

ベル 独 ハインリッヒ・ウェーベル 独 白熱燈用金属繊條製法

22�829 1910.10.13 ルードウィッヒ・グ
ラーゼル 独 ��� 独 金属白熱繊條の整形法

23�816 1911.02.21 コリン・Ｇ・フィンク 米 �� 米 難熔性金属導体製造の改良方法

22�028 1911.08.05 矢ケ崎謙吉､ 黒澤利
重､ 矢島信夫 日 矢ケ崎謙吉､ 黒澤利重､ 矢島信夫 日 電燈用繊條製造法

23�967 1912.06.16 黒澤 利重 日 黒澤 利重 日 電燈用繊條
23�625 1912.07.16 鈴木辰五郎､ 星野光

城､ 矢ケ崎謙吉 日 鈴木辰五郎､ 星野光城､ 矢ケ崎謙
吉 日 電燈用繊條製造法

26�236 1913.02.08 ハインリッヒ・ウェー
ベル 独 アメリカン・トレーディング・コ

ンパニー 米 熔解点高き金属又は其混合物より
金属繊條を製する方法

26�044 1913.03.27 ジェームス・アレキ
サンダー・スカウラー 英 ディック・カー・エンド・コムパ

ニー・リミテッド 英 白熱電燈用金属繊條の製造法の
改良

29�952 1914.06.06 ジェームス・アレキ
サンダー・スカウラー 英 ディック・カー・エンド・コムパ

ニー・リミテッド 英 白熱電燈用金属繊條の製造法

28�846 1915.09.07 岡本 宜美 日 岡本 宜美 日 タングステン又はタングステン合金
の繊條製造に関する改良方法

37�115 1918.03.27 望月 兼一郎 日 久本 順造 日 展延性繊條の製法
(注) 請求範囲に機械的操作による製造方法が含まれていないものを分類した｡

(ｂ) 引線タングステン･フィラメント
番号 出願日 発 明 者 国籍 権 利 者 国籍 発 明 の 名 称
10�831 1906.04.04 ― ― �� 米 ｢タングステン｣ 繊條

20�894 1910.01.12 ウィリアム･�･クー
リッジ 米 �� 米

白熱電燈繊條其他の目的用に
供する如く錬成 ｢タングステ
ン｣ を製する方法

18�961 1910.08.12 ウィリアム･�･クー
リッジ 米 �� 米 ｢タングステン｣ 製品

19�702 1910.09.13 コリン・Ｇ・フィンク 米 �� 米 耐火性金属類の処理法

23�329 1912.02.26 ドクトル・フリッツ・
ブラウ 独

ドイッチェン・ガスグリューリヒト・ア
クチェンゲゼルシャフト (アウエルゲゼ
ルシャフト)

独 極小径線状 ｢ウヲルフラム｣
を製作する方法

24�027 1912.06.26 アントン・レデラー 墺 ゼ・ウェスチングハウス・メタル・フィ
ラメント・コムパニー・リミテッド 英 金属或は合金の鍛性を生せし

むる法
27�165 1912.09.11 アントン・レデラー 墺 ゼ・ウェスチングハウス・メタル・フィ

ラメント・コムパニー・リミテッド 英 金属又は合金の鍛性展性を生
せしるむ方法

26�532 1913.06.30 シオドル・�・フレッ
ク・�	
 米 �� 米 ｢タングステン｣ 製造方法の改

良

26�704 1914.04.01 ゴットリーブ・グ
ミュール スイス

グリュー・ファーデンファブリック・アー
ラウ・アクチェンゲゼルシャフト・フォー
ルマルス・グミュール・ウント・コムパ
ニー

スイス

｢タングステン｣ 又は類似金属
より屈撓性を有し且引延し得
る白熱電燈用繊條若くは他の
目的に使用する合成体を製す
る方法

29�866 1914.07.27 西本 貫 日 西本 貫 日 白熱電燈及其他の目的に供す
る繊條を製造する方法

36�028 1917.12.03 横田千秋 日 大日本電球株式会社 日 ｢タングステン｣ 其他類似の難
熔性金属の処理法

(注) 請求範囲に機械的操作によるタングステン製造法を含んでいるもの､ それによって製造される製品を含んで
いるものを分類した｡

(出所) 特許明細書より作成｡



特
許
番
号
目
次』

等
の
目
録
に
よ
り
特
許
番
号
を
検
索
す
る
か

(

�)

、
技
術
分
類
ご
と
に

合
本
さ
れ
て
い
る
特
許
発
明
明
細
書
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
特
許
番
号
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
特
許
番
号
が
分
か
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
特
許
電
子
図
書
館

を
利
用
し
て
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、『

特
許
発
明
明
細
書
目
録』

に
よ
っ
て
書
誌
デ
ー
タ
を
抽
出
・
集
計
し
た

場
合
、
そ
れ
ら
は
特
許
登
録
さ
れ
た
も
の
の
件
数
を
計
量
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
特
許
出
願
さ
れ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
要
件
を
満
た
さ
ず
審
査
の
結
果
登
録
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
は
掲
載
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
許
出、
願、
の
統
計
と
は
な
ら

な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
明
治
、
大
正
期
に
お
け
る
特
許
出
願
活
動
に
つ

い
て
は
資
料
の
限
界
が
あ
り
正
確
に
計
量
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
審
査
さ
れ
て

要
件
を
満
た
す
よ
う
な
出
願
が
い
く
つ
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
集
計
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

(

二)

個
人
名
に
よ
る
出
願
と
法
人
名
に
よ
る
出
願

次
に
、
特
定
の
企
業
に
よ
る
特
許
出
願
状
況
を
知
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
説
明

し
よ
う
。
今
日
に
お
い
て
は
、
特
許
出
願
の
う
ち
法
人
出
願
が
占
め
る
割
合
は
非
常

に
高
く
、
平
成
二
一(

二
〇
〇
九)

年
度
に
お
い
て
は
全
特
許
出
願
三
四
万
八
五
九

六
件
の
う
ち
三
三
万
六
四
三
八
件
、
す
な
わ
ち
九
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
法
人
に
よ

る
出
願
で
あ
っ
た(

外
国
人
に
よ
る
出
願
を
含
む

(

�))

。
し
た
が
っ
て
調
査
対
象
と
す

る
企
業
の
名
義
で
出
願
さ
れ
て
い
る
特
許
を
調
査
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
そ
の
企
業
の
出
願

の
実
態
を
把
握
で
き
る
。
し
か
し
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
特
許
出
願
に
占
め
る
法

人
割
合
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
の
は
大
正
一
三(

一
九
二
四)

年
以
降
で
あ

り
、
第
二
次
大
戦
期
に
よ
う
や
く
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
な
っ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
企
業
が
法
人
出
願
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
政
策
を
も
っ
て
い
た
か
に
よ
っ
て
調

査
方
法
が
異
な
っ
て
く
る
。
以
下
、
法
人
特
許
の
調
査
方
法
を
説
明
し
た
後
で
、
法

人
特
許
で
は
な
い
が
そ
の
特
定
企
業
に
属
す
る
社
員
の
個
人
出
願
特
許
の
調
査
方
法

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

第
二
次
大
戦
以
前
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
個
別
企
業
に
よ
る
特
許
出
願
活
動
に
関

す
る
調
査
は
、『

特
許
発
明
明
細
書

特
許
番
号
目
次』

や『

特
許
公
報
登
録
番
号

索
引』

、『

特
許
目
録』

等
を
利
用
し
て
行
う

(

�)

。
こ
れ
ら
の
目
録
類
は
特
許
局
発
行
の

も
の
で
は
な
く
、
た
い
て
い
は
工
業
所
有
権
情
報
の
閲
覧
機
関
に
よ
っ
て
合
本
・
作

成
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
等
に
目

録
類
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧
・
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
出
の『

特

許
発
明
分
類
総
目
録』

と
同
様
に
、
目
録
の
調
査
に
よ
っ
て
特
許
番
号
、
発
明
名
称
、

住
所
、
特
許
権
利
者
氏
名
、
特
許
年
月
日
、
特
許
公
報
番
号
な
ど
の
情
報
が
収
集
可

能
で
あ
る
。
筆
者
の
場
合
は
、
分
析
対
象
を
米
Ｇ
Ｅ
社
、
東
京
電
気
株
式
会
社
、
株

式
会
社
芝
浦
製
作
所
、
東
京
芝
浦
電
気
株
式
会
社
と
し
て
、『

目
録』

全
期
間
全
ペ
ー

ジ
を
手
め
く
り
で
調
査
し
、
特
許
番
号
を
ノ
ー
ト
に
控
え
た
。
取
得
で
き
た
特
許
番

号
を
手
掛
か
り
に
、
特
許
電
子
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
イ
メ
ー
ジ
デ
ー

タ
か
ら
特
許
情
報
を
得
た
。

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
特
許
権
者
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
権

利
者
名
が
必
ず
し
も
本
社
名
と
は
限
ら
な
い
こ
と
と
、
会
社
の
名
称
変
更
に
よ
り
権

利
者
の
名
義
も
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
Ｇ
Ｅ
は｢

ゼ
ネ
ラ
ル
・

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
カ(

コ)

ン
パ
ニ
ー｣

の
名
義
で
も
特
許
権
を
登
録
し
て
い
る

し
、
子
会
社
の｢

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
カ
ン

パ
ニ
ー
・
イ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
テ
ッ
ド｣

の
名
義
で
も
特
許
を
取
得
し
て
い
る
。
ま
た

東
京
芝
浦
電
気
は
本
社
名
義
だ
け
で
は
な
く
、
芝
浦
マ
ツ
ダ
工
業
や
芝
浦
工
作
機
械

と
い
っ
た
子
会
社
名
義
で
も
特
許
を
出
願
し
登
録
し
て
い
る
。『

目
録』

調
査
に
お
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い
て
は
、
調
査
対
象
の
企
業
が
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
企
業
を
も
っ
て
い
る
の
か
に

注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
個
人
名
義
で
出
願
さ
れ
た
特
許
の
検
索
方
法
を
説
明
し
よ
う
。
芝
浦
製
作

所
の
場
合
、
法
人
名
義
で
特
許
が
出
願
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
正
元(

一
九

一
二)

年
以
降
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
芝
浦
製
作
所
は
職
制
変
更
と
と
も
に
特
許
管

理
を
専
任
業
務
と
す
る
担
当
者
を
設
置
し
、
発
明
奨
励
制
度
も
整
備
し
た
。
こ
れ
が

日
本
で
最
も
早
い
、
企
業
に
よ
る
特
許
管
理
の
制
度
化
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
は
、

社
内
で
な
さ
れ
た
発
明
に
つ
い
て
は
個
人
に
特
許
を
得
る
権
利
が
属
し
て
い
た
が
、

特
許
担
当
者
の
設
置
を
境
に
、
そ
れ
以
降
の
特
許
出
願
は
法
人
名
で
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
法
人
財
産
と
し
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
特
許
管
理
が
制
度
化
さ

れ
る
以
前
は
、
芝
浦
製
作
所
の
所
員
は｢

出
願
は
大
概
各
自
に
於
い
て
し
、
或
は
特

許
権
の
使
用
料
を
本
人
に
支
払
つ｣

て
い
た

(

�)

。

個
人
名
義
で
出
願
さ
れ
登
録
さ
れ
た
特
許
の
調
べ
方
に
は
い
く
つ
か
あ
る
。
第
一

は
、
社
史
の
記
述
か
ら
所
員
の
氏
名
を
把
握
し
、
調
査
す
る
方
法
で
あ
る
。
芝
浦
製

作
所
の
社
史
に
は｢

学
位
を
有
す
る
職
員｣
｢

職
員
の
海
外
派
遣｣

｢
三
十
年
以
上
の

勤
続
者｣

と
い
っ
た
項
目
が
あ
り
、
こ
こ
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
社
員
に
は
技
術
開
発

を
主
導
し
た
者
が
多
い
。
こ
れ
ら
個
人
が
特
許
権
者
と
な
っ
て
い
る
特
許
を『
目
録』

か
ら
調
査
す
る

(

�)

。

第
二
の
方
法
は
、
先
に
芝
浦
製
作
所
名
義
の
特
許
を
調
査
し
、
そ
の
発
明
者
を
把

握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
要
な
技
術
者
は
特
許
管
理
が
制
度
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
も
継
続
し
て
発
明
を
特
許
出
願
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
よ
う
な
技
術
者

名
を
も
と
に『

目
録』

を
調
査
す
る
。
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の

発
明
者
が
芝
浦
製
作
所
の
所
員
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
社
の
技
術
者
と
の

共
同
研
究
の
結
果
と
し
て
、
発
明
者
に
所
員
で
な
い
発
明
者
が
入
る
可
能
性
が
あ
り
、

さ
ら
に
市
井
の
発
明
家
か
ら
技
術
を
購
入
し
た
場
合
も
同
様
に
、
所
員
で
な
い
者
が

発
明
者
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
発
明
者
の
一
覧
を
作
成
す
る
際
は
、
社
史

な
ど
の
資
料
と
突
き
合
わ
せ
る
作
業
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
。

第
三
の
方
法
は
、
特
許
権
の
譲
渡
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
芝
浦
製
作
所
の
場
合
、

一
九
一
二
年
の
特
許
管
理
の
制
度
化
を
契
機
に
、
そ
れ
以
前
に
は
個
人
名
で
出
願
さ

れ
登
録
さ
れ
て
い
た
特
許
が
、
株
式
会
社
芝
浦
製
作
所
へ
と
移
転
さ
れ
登
録
さ
れ
て

い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
特
許
権
の
譲
渡
は『

特
許
公
報』

巻
末
に
記
載
さ

れ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
権
利
移
転
か
ら
見
る

場
合
も
、
芝
浦
製
作
所
に
譲
渡
さ
れ
た
特
許
の
発
明
者
の
す
べ
て
が
所
員
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
方
法
で
調
査
し
た
結
果
、
一
九
一
一
年
ま
で
に
出
願
さ
れ
登
録
さ

れ
た
芝
浦
製
作
所
所
員
の
特
許
は
表
２
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

(

三)

発
明
者
か
ら
探
す

個
人
名
義
と
企
業
名
義
の
特
許
を
探
す
方
法
は
、
上
記
の
と
お
り『

目
録』

の
権

利
者
欄
に
注
目
し
て
検
索
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
特
定
の
発
明
者
が
ど
の

よ
う
に
特
許
を
取
得
て
い
る
の
か
、
そ
の
発
明
者
は
ど
の
よ
う
な
企
業
と
共
同
研
究

を
行
い
、
そ
の
特
許
は
誰
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
、
つ
ま
り

発
明
者
か
ら
特
許
を
調
べ
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う

(

�)

。
と
い
う
の
も
、
権
利

者
が
発
明
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
人
出
願
が
一
般
的

に
な
っ
て
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
の
権
利
者
は
法
人
や
権
利
を
継
承
し
た
人
と
な
り
、

発
明
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
軌
道
理
論
の
研
究
で
ノ
ー

ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
福
井
謙
一
の
特
許
に
対
す
る
考
え
方
、
氏
に
よ
る
産
学
協

同
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
氏
が
発
明
者
と
な
っ
て
い
る
特
許
を
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調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。
図
１
は
氏
の
公
告
特
許
と
論
文
発
表
と
の
関
係
を
考
察
す

る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
福
井
謙
一
が
発
明
者
と
な
っ
て
い

る
特
許
を
検
索
し
た
か
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う

(

�)

。

福
井
特
許
を
検
索
し
た
際
に
用
い
た
の
は
、
先
の『

目
録』

で
は
な
く
、『

日
本

特
許
出
願
人
総
索
引』

シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

(

�)

。『

目
録』

は
特
許
登
録
さ
れ
た
も
の
の
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表２ 1911年までの特許出願 (芝浦製作所)

特許番号 出願年月日 特許年月日 権利者・発明者 発明の名称

5�087 1901.09.30 1901.12.26 岸敬二郎 発電機及ビ電動機ノ磁田
鉄心

8�121 1904.07.31 1904.12.09 山本助一 保安器
8�527 1905.02.25 1905.03.06 岸敬二郎 油入変圧器放熱装置
10�692 1906.05.17 1906.06.25 岸敬二郎､中村松太郎 発電機
14�794 1908.04.27 1908.07.23 黄金井晴正 黄金井式密封安全器

15�385 1908.09.07 1908.12.15 岸敬二郎 眞軸及軸承 ｢メタル｣ ノ
磨減警告装置

15�520 1908.09.07 1909.01.14 岸敬二郎､飛鳥井孝太郎 碍子
16�303 1908.12.23 1909.05.20 岸敬二郎 変圧器
16�419 1909.04.30 1909.06.05 岸敬二郎 電線墜落危険予防装置
16�936 1909.07.19 1909.09.01 脇本 清 時限継電器
16�772 1909.06.21 1909.07.20 岸敬二郎､保田六郎 電極接続器
17�325 1909.06.21 1909.10.30 岸敬二郎､保田六郎 電気爐
17�112 1909.07.26 1909.10.01 宮川利一 変圧器用遮断器
17�495 1909.08.26 1910.01.18 丸山彦門 同期電動機自己起動装置

17�431 1909.10.22 1909.12.15 田中龍夫 発電機並ニ電動機ノ通風
改良装置

17�657 1909.12.14 1910.02.16 田中龍夫 直流発電機及直流電動機
ノ改良

18�144 1910.02.26 1910.06.07 宮川利一 電流測定装置

(資料) 特許明細書より作成｡

図１ 福井博士が関係する論文および公告特許の分布 (公表／公開年度による)

(資料) ������	
����	��および公告特許公報より作成｡



一
覧
で
あ
っ
た
が
、『

出
願
人
総
索
引』

は
公
告
特
許
の
索
引
と
な
っ
て
い
る
。
公

告
特
許
と
は
、
審
査
官
が
特
許
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
出
願
を
広
く
公
衆
に
知

ら
せ
て
異
議
申
し
立
て
を
受
け
る
た
め
に
、
公
告
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
特
許
で
あ
る
。

公
告
制
度
は
大
正
一
一(

一
九
二
二)

年
か
ら
平
成
八(

一
九
九
六)

年
ま
で
実
施

さ
れ
て
い
た
が
、
出
願
人
索
引
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
利
用
で
き
る
の
は
昭
和
二

三(

一
九
四
八)

年
公
告
分
以
降
を
ま
と
め
て
い
る
、
こ
の『

出
願
人
総
索
引』

で

あ
る
。『

出
願
人
総
索
引』
は
日
本
企
業
、
日
本
個
人
、
外
国
人(

法
人
と
個
人)

別
に
項
目
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
出
願
人
で
検
索
で
き
る
。

な
お
、『

目
録』

と『

出
願
人
総
索
引』
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
後
者
に
掲
載
さ

れ
た
公
告
特
許
が
特
許
登
録
さ
れ
る
と『

目
録』
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し

か
し
す
べ
て
の
公
告
特
許
が
特
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
こ
の
両
者
は
一
致
し

な
い
。
対
応
関
係
を
調
べ
る
た
め
に
は『

特
許
庁
公
報』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る｢

対

応
表｣

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
公
告
特
許
に
つ
い
て
後
に
特

許
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
煩
雑
に
過
ぎ
る
。
公
告
特
許
も

審
査
官
が
特
許
す
べ
き
も
の
と
し
て
判
断
し
て
い
る
点
で
一
定
の
特
許
要
件
を
備
え

た
も
の
と
み
な
せ
る
の
で
、
公
告
特
許
の
件
数
を
使
っ
て
技
術
開
発
活
動
の
動
き
な

ど
を
分
析
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

福
井
特
許
の
調
査
で
は
、
ま
ず
福
井
自
身
が
出
願
人
と
な
っ
て
い
る
公
告
特
許
を

調
査
し
た
。
次
い
で
法
人
出
願
に
よ
る
も
の
を
調
査
し
た
の
で
あ
る
が
、
ど
の
法
人

の
特
許
を
調
査
す
る
か
の
選
択
が
重
要
で
あ
っ
た
。
福
井
特
許
の
場
合
は
、
ま
ず
氏

が
所
属
し
て
い
る
機
関
が
出
願
人
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
調
査
し
た
。
具
体
的
に
は

京
都
大
学(

京
都
大
学
総
長)

、
京
都
大
学
化
学
研
究
所(

京
都
大
学
化
学
研
究
所

長)

で
あ
る
。
次
に
各
種
文
献
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
福
井
が
関
係
し
て
い
た
産
学
協

同
の
組
織
や
共
同
研
究
を
し
て
い
た
企
業
が
出
願
人
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
検
索
し

た
。
前
者
は
た
と
え
ば
財
団
法
人
日
本
化
学
繊
維
研
究
所
や
生
産
開
発
科
学
研
究
所

で
あ
り
、
後
者
は
住
友
化
学
工
業
や
日
本
石
油
、
丸
善
石
油
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
法
人
が
出
願
人
と
な
っ
て
い
る
公
告
特
許
を『

出
願
人
総
索
引』

で
調

べ
て
公
告
番
号
を
入
手
し
た
後
は
、
特
許
電
子
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
イ
メ
ー

ジ
デ
ー
タ
を
取
得
し
た
。
公
告
特
許
公
報
の
紙
面
に
は
出
願
人
の
名
前
の
ほ
か
に
発

明
者
の
氏
名
、
住
所
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
福
井
謙
一
の
名
前
が
あ
る

か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
こ
の
作
業
は
関
係
す
る
法
人
の
公
告

特
許
を
す
べ
て
調
査
し
て
発
明
者
を
検
索
す
る
の
で
、
膨
大
な
作
業
量
が
必
要
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
住
友
化
学
工
業
の
公
告
特
許
は
昭
和
二
三(

一
九
四
八)

年
か
ら
平

成
三(

一
九
九
一)

年
ま
で
の
期
間
に
約
八
三
〇
〇
件
あ
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
調

べ
て
発
見
で
き
た
福
井
特
許
は
九
二
件
で
あ
っ
た
。
他
に
や
り
方
も
あ
る
か
と
は
思

う
が
、
福
井
特
許
を
す
べ
て
調
査
し
氏
の
特
許
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
必

要
な
作
業
で
あ
っ
た

(

�)

。

な
お
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
特
許
を
発
明
者
か
ら
検
索
す
る
方
法
は
、『

目
録』

を
用
い
て
同
様
の
作
業
を
行
な
う
以
外
、
管
見
の
限
り
有
効
な
も
の
は
な
い
。

二

特
許
を
分
析
す
る

特
許
電
子
図
書
館
で
テ
キ
ス
ト
検
索
で
き
な
い
、
個
別
企
業
や
個
人
に
よ
っ
て
出

願
・
取
得
さ
れ
た
特
許
書
誌
情
報
の
基
本
的
な
検
索
、
収
集
方
法
は
以
上
の
と
お
り

で
あ
る
。
次
に
、
以
上
の
作
業
で
収
集
で
き
た
特
許
情
報
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
見
が

引
き
出
せ
る
か
に
つ
い
て
、
筆
者
が
行
っ
て
き
た
い
く
つ
か
の
分
析
方
法
と
と
も
に

紹
介
し
て
い
こ
う
。

収
集
し
た
特
許
は
エ
ク
セ
ル
な
ど
を
使
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
整
理
す
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る
。
特
許
明
細
書
あ
る
い
は
公
告
特
許
公
報
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者

は
主
に
特
許
番
号
、
出
願
日
、
優
先
権
の
主
張

(

優
先
権
主
張
の
国
と
最
初
の
出
願
日)

、
公
告
日
、

登
録
日
、
特
許
権
者(
出
願
人)

、
そ
の
国
籍
、

発
明
者
と
そ
の
国
籍
、
代
理
人
の
氏
名
、
技
術

(

審
査)

分
類
、
そ
し
て
発
明
の
名
称
と
い
っ
た

書
誌
情
報
を
抽
出
し
自
分
の
研
究
に
適
合
的
な
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
。
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

用
い
、
発
明
者
、
技
術
分
類
、
代
理
人
に
注
目
し

て
分
析
を
行
な
っ
た
。

(

一)

発
明
者
の
分
析

(

ア)

技
術
開
発
の
制
度
化

あ
る
企
業
の
特
許
出
願
を
調
査
し
書
誌
情
報
が

得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
企
業
が
ど
の
よ
う
な
契
機
で

技
術
開
発
活
動
を
形
成
し
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
か

を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
例
と
し
て
芝

浦
製
作
所
を
と
り
あ
げ
見
て
み
よ
う
。

表
３
は
一
九
二
〇
年
ま
で
に
芝
浦
製
作
所
の
技

術
者
が
発
明
し
特
許
出
願
さ
れ
、
後
に
登
録
さ
れ

た
特
許
を
発
明
者
ご
と
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
を
作
る
と
、
た
と
え
ば
一
九
一
一

年
ご
ろ
ま
で
は
限
ら
れ
た
技
術
者
に
よ
っ
て
の
み

― 103 ―

表３ 芝浦製作所技術者による特許出願 (件)

(注) １) １件の特許に複数の発明者が関係しているものがあるので発明者でみた出願件数と全体の出願件数は一
致しない｡

２) 所属が不明である中村松太郎､ 安田六郎､ 日本陶器会社所属の飛鳥井孝太郎､ 百木三郎は除いた｡
３) 訪米した年度には網掛けを施した｡

(資料) 特許明細書､ 木村編 『芝浦製作所六十五年史』 165－166ページより作成｡

以前 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 合計
特許出願数 8 8 1 0 3 19 11 17 12 15 15 8 14 131
岸 敬二郎 6 3 2 1 12
黄金井晴正 1 1 1 3
山本助一 1 1
田中龍夫 2 4 2 2 2 12
脇本 清 1 1
宮川利一 1 1 3 2 7
丸山彦門 1 2 2 2 1 8
石丸栄吉 3 2 2 6 3 1 3 20
杉村信近 4 3 2 3 12
山本忠興 4 4
大貫頼次郎 3 1 1 5
伊原誠一郎 1 1
百田貞次 1 2 2 1 1 7
清水豊次郎 1 1
志村 寵 1 1
高村甚平 1 4 3 4 12
川戸洲三 1 1 2 1 5
久保正吉 1 1 2
三枝重雄 1 1
鯨井恒太郎 1 1
伊藤奎二 2 2 4
春日彪次郎 2 1 3
清末 勇 1 1
長澤勘次郎 1 1
磯野達一郎 3 3
梅澤 力 1 1
斎間 斎 1 1 2
鈴木顕三 1 1
武内荘一郎 1 1
水田虎之助 1 1
島村一郎 1 1
原 重太郎 1 1
藤島亀太郎 1 1
松崎英雄 1 1
楊 西吾 1 1



技
術
開
発
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
半
ば
に
さ
し
か
か
る
と
特
許

出
願
す
る
技
術
者
の
数
が
増
加
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
特
許
出
願
数
も
増
大
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
一
二
年
は
芝
浦
製
作
所
に
お
い
て
特
許
担
当
者
が
設
置

さ
れ
、
法
人
名
義
で
特
許
出
願
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
で
あ
り
、
特
許
部
門

の
形
成
と
と
も
に
技
術
開
発
の
陣
容
が
拡
大
し
、
所
内
で
技
術
開
発
が
制
度
化
さ
れ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
網
掛
け
は
そ
の
年
に
そ
の
技
術
者
が
Ｇ
Ｅ
と
の
協

定
に
よ
っ
て
渡
米
し
技
術
の
視
察
と
研
修
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｅ
に

派
遣
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
ら
が
中
心
と
な
っ
て
開
発
活
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

イ)

国
際
特
許
管
理
契
約

東
京
電
気
、
芝
浦
製
作
所
、
あ
る
い
は
日
本
電
気
の
場
合
、
収
集
し
た
特
許
情
報

を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
発
明
者
の
推
移
を
追
っ
て
い
く
と
、
発
明
者
が
日
本
人
技
術

者
で
あ
る
特
許
の
ほ
か
に
、
発
明
者
が
ア
メ
リ
カ
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
で
あ

る
特
許
が
多
数
発
見
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な｢

発
明
者
外
国
人｣
の
特
許
の
存
在
は
、

筆
者
よ
り
前
に
富
田
徹
男
に
よ
り
指
摘
さ
れ
、『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史』

に
も

そ
の
よ
う
な
特
許
の
存
在
に
関
す
る
説
明
が
あ
る

(

�)

。
筆
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特
許

が
存
在
す
る
の
か
、
特
許
管
理
上
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る

た
め
に
分
析
を
行
っ
た
。

出
願
人(

権
利
者)

は
東
京
電
気
、
芝
浦
製
作
所
あ
る
い
は
両
社
が
合
併
し
た
の

ち
は
東
京
芝
浦
電
気
と
い
う
日
本
企
業
で
あ
り
な
が
ら
、
発
明
者
が
外
国
人
で
あ
る

と
い
う
特
許
は
、
一
九
一
九
年
に
Ｇ
Ｅ
の
子
会
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゼ
ネ
ラ

ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社(

Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｃ)

と
東
京
電
気
、
芝
浦
製
作
所
が
締
結
し
た

特
許
契
約
に
根
拠
が
あ
っ
た

(

�)

。
そ
の
条
項
に
よ
る
と
、
Ｇ
Ｅ
は
Ｇ
Ｅ
に
よ
る
発
明
の

日
本
に
お
け
る
特
許
出
願
権
を
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
に
譲
渡
し
、
東
京
電
気
と

芝
浦
製
作
所
は
自
社
の
名
義
で
、
自
社
の
費
用
で
、
自
ら
を
日
本
に
お
け
る
権
利
者

と
し
て
特
許
を
出
願
、
取
得
、
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
特
許
の
取
得
だ
け
で
は
な
く
管
理
全
般
を
協
定
で
決
め
ら
れ
た
テ
リ
ト
リ
ー
内

で
代
理
し
あ
う
契
約
で
あ
り
、
国
際
的
な
特
許
管
理
契
約
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
契
約
に
基
づ
き
、
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
は
Ｇ
Ｅ
や
Ｇ
Ｅ
の
提
携
会
社
の
技

術
者
が
発
明
し
た
特
許
を
自
ら
の
名
義
で
出
願
、
登
録
し
、
日
本
市
場
に
お
け
る
競

争
を
有
利
に
進
め
て
い
っ
た
。
表
４
と
表
５
は
そ
れ
ぞ
れ
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所

が
出
願
し
取
得
し
た
特
許
を
、
日
本
人
に
よ
る
発
明
と
外
国
人
の
発
明
に
分
け
た
も
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表４ 東京電気の特許出願 (1938年12月31日出願まで)

出願年 日本人発明注１) 外国人発明注２) 合計アメリカ オランダ ドイツ その他
1919 5 83�3 1 16�7 1 6
1920 2 33�3 4 66�7 4 6
1921 2 15�4 11 84�6 11 13
1922 7 29�2 16 66�7 16 24
1923 8 16�3 41 83�7 39 1 1 49
1924 17 22�7 58 77�3 58 75
1925 18 22�8 61 77�2 60 1 79
1926 28 37�3 47 62�7 46 1 75
1927 16 27�6 42 72�4 42 58
1928 17 29�3 41 70�7 41 58
1929 21 28�8 52 71�2 52 73
1930 33 43�4 43 56�6 43 76
1931 12 23�5 39 76�5 36 2 1 51
1932 20 29�9 47 70�1 47 67
1933 16 30�2 37 69�8 35 1 1 53
1934 22 28�6 55 71�4 37 18 77
1935 24 21�4 88 78�6 79 9 112
1936注3) 9 8�5 98 92�5 84 13 1 106
1937注3) 17 15�2 95 84�8 83 12 112
1938注3) 34 28�6 85 71�4 71 14 119
合計 328 25�4 961 74�6 885 71 3 2 1�289

(件､ ％)

(注) １) 子会社名義で登録された特許は含まない｡
２) 発明者の住所により分類した｡
３) 東京芝浦電気株式会社名義で公告､ 登録された特許を含む｡

(資料)『特許公報』 各号より作成｡



の
で
あ
る
。
国
際
特
許
管
理
契
約
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ
た｢

発
明
者
外
国
人｣
の
特

許
は
、
日
本
へ
の
技
術
移
転
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
表
か
ら
は
技
術
導
入

の
量
的
拡
大
と
そ
れ
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
た
日
本
企
業
内
に
お
け
る
技
術
開
発
活
動

の
拡
大
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
は
こ
の
よ
う
な｢

発
明
者
外
国
人｣

の
特
許
の
存
在
に
、
国
立
国
会
図
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
資
料(

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ)

の
調
査

を
通
じ
て
気
づ
い
た
。
民
間
財
産
管
理
局(

Ｃ
Ｐ
Ｃ)

は
連
合
国
人
の
日
本
に
お
け

る
資
産
の
管
理
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
部
署
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
の
な
か
に
Ｇ
Ｅ

が
日
本
に
持
つ
工
業
所
有
権
の
リ
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
リ
ス
ト
を
分
析
す
る
と
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
が
東
京
電
気
、
芝
浦
製
作
所
と
い
っ
た
日
本
企
業
名
で
登
録
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
量
的
な
規
模
は
大
き
く
、
日
本
企
業
名
で
Ｇ
Ｅ
特
許
を
管
理
す
る
と
い
う

こ
と
が
一
時
的
な
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
た

(

�)

。

と
く
に
外
国
企
業
が
日
本
に
持
つ
特
許
を
調
査
す
る
場
合
は
、『

目
録』

な
ど
で

調
査
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
占
領
期
資
料
を
調
査
し
合
わ
せ
て
み
る
の
も
一
つ
の
方

法
で
あ
ろ
う
。

(

二)

技
術
分
類
に
よ
る
分
析

書
誌
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
そ
れ
を
技
術
分
類(

審
査
分
類)

に
従
っ

て
分
析
す
る
と
、
技
術
開
発
や
技
術
導
入
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
分
野
や
製
品
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
表
６
は
東
京
電
気
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ
た
Ｇ
Ｅ
の
特
許
を
、

技
術
分
類
を
参
考
に
主
要
製
品
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
特
許
に
複
数

の
分
類
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
一
つ
の
分
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
一
件
の
出
願
が
あ
っ
た
と
み
な
し
て
計
算
し
た

(

�)

。
こ
れ
を
み
る
と
、
東
京
電
気
は

す
べ
て
の
製
品
分
野
に
わ
た
っ
て
技
術
導
入
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
な
か
で
も
電
球

類
や
真
空
管
・
ラ
ジ
オ
機
器
の
分
野
で
多
く
の
技
術
導
入
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
表
で
は
製
品
系
列
を
技
術
分
類
、
た
と
え
ば
電
球
類
で
あ
れ
ば
第
二
〇
〇
類

｢
電
燈｣
の
う
ち
一｢

弧
光
灯｣

、
三｢

瓦
斯
又
ハ
蒸
気
電
燈｣

、
四｢

白
熱
電
燈｣

、

五｢

白
熱
繊
條｣

、
六｢

電
球
真
空
封
緘｣

を
、
真
空
管
・
ラ
ジ
オ
機
器
は
第
四
類

｢

音
響
記
録
及
音
響
復
生｣

、
第
一
九
九
類｢

高
周
波
電
気
通
信｣

を
対
応
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
技
術
分
類
は
、
大
正
一
〇
年
法
に
よ
る
技
術
分
類
で
あ
る
。
技
術
分
類
は
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表５ 芝浦製作所の特許出願 (1938年12月31日出願まで)

出願年 日本人発明注１) 外国人発明注２) 合計アメリカ ドイツ イギリス カナダ
1919 8 66�7 4 33�3 4 12
1920 14 50�0 14 50�0 14 28
1921 21 53�8 18 46�2 18 39
1922 16 15�0 91 85�0 91 107
1923 14 24�6 43 75�4 43 57
1924 9 8�3 99 91�7 99 108
1925 46 32�9 94 67�1 91 3 140
1926 50 29�2 121 70�8 121 171
1927 59 34�3 113 65�7 113 172
1928 48 35�8 86 64�2 86 134
1929 48 35�6 87 64�4 87 135
1930 19 16�4 97 83�6 97 116
1931 21 13�0 140 87�0 140 161
1932 15 12�9 101 87�1 101 116
1933 19 16�7 95 83�3 93 2 114
1934 36 27�3 96 72�7 96 132
1935 43 46�2 50 53�8 48 1 1 93
1936注3) 30 29�4 72 70�6 70 2 102
1937注3) 28 28�6 70 71�4 68 2 98
1938注3) 30 27�8 78 72�2 76 2 108
全体計 574 26�8 1�569 73�2 1�556 3 5 5 2�143

(件数､％)

(注) １) 子会社名義で登録された特許は含まない｡
２) 発明者の住所により分類した｡
３) 東京芝浦電気株式会社名義で公告､ 登録された特許を含む｡

(資料)『特許公報』 各号より作成｡



特
許
出
願
さ
れ
る
技
術
が
分
化
・
進
化

し
て
い
く
に
つ
れ
改
訂
さ
れ
続
け
て
お

り
、
日
本
に
お
け
る
主
要
な
分
類
と
し

て
は
明
治
三
四
年
特
許
法
に
よ
る
分
類
、

大
正
一
〇
年
法
に
よ
る
分
類
、
昭
和
二

三
年
法
に
よ
る
分
類
、
あ
る
い
は
今
日

で
は
日
本
固
有
の
フ
ァ
イ
ル
・
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
分
類
や
世
界
的
に
共
通
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
国
際
特
許
分
類(

Ｉ
Ｐ
Ｃ)

な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
分
類

に
継
続
性
や
厳
密
な
関
連
性
が
な
い
と

い
っ
た
問
題
は
あ
る
が
、
一
つ
の
技
術

分
類
に
基
づ
い
て
分
析
す
れ
ば
十
分
に

目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
表

７
は
福
井
特
許
の
技
術
分
類
を
昭
和
二

三
年
法
に
も
と
づ
い
て
分
類
し
た
も
の

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
福
井
謙

一
が
技
術
開
発
活
動(

氏
の
場
合
は
理

論
に
対
す
る
実
験)

を
行
っ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

(

三)

出
願
代
理
人
の
分
析

特
許
明
細
書
や
公
告
特
許
公
報
に
記

さ
れ
て
い
る
書
誌
項
目
は
い
く
つ
も
あ
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表６ ｢発明者外国人｣ 特許の技術分類 (1919－1938年) (件)

出願年

電

球

類

真

空

管
・

ラ
ジ
オ
機
器

その他器具類 化
学
・
冶
金
・

硝

子

製

造

機

そ

の

他

合計
電
気
部
品

・
装

置

測
定
器
・

電
気
計
器

配
線
器
具

照
明
装
置

Ｘ
線
機
器
・

医
療
機
器

光
電
管
・

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

1919 1 1
1920 2 1 1 4
1921 2 3 1 1 4 11
1922 5 3 4 1 1 2 16
1923 10 14 1 1 3 2 4 5 1 41
1924 9 13 2 5 5 4 8 1 5 3 4 59
1925 11 17 4 3 7 4 2 2 6 4 4 64
1926 12 10 4 6 2 3 1 2 3 5 1 49
1927 9 15 5 2 1 1 3 2 5 1 44
1928 5 11 4 1 4 3 2 3 3 7 43
1929 8 21 8 2 4 1 1 3 1 6 55
1930 10 10 6 6 5 1 1 3 1 5 48
1931 11 6 6 6 6 4 1 1 3 44
1932 13 5 8 5 6 3 4 3 5 1 53
1933 18 4 8 5 3 1 1 1 5 46
1934 28 2 11 13 3 1 1 2 3 64
1935 23 13 26 17 5 1 4 2 5 13 4 113
1936 28 30 20 13 6 4 5 6 10 1 123
1937 18 21 26 12 5 1 7 4 14 13 1 122
1938 26 16 8 4 5 3 6 6 13 5 3 95
合計 249 208 146 104 68 37 49 37 70 103 24 1�095
(注)特許は大正10年特許法による審査分類に従い以下のように分類した：
電球類：第200類 ｢電燈｣ のうち同１ ｢弧光灯｣ 同３ ｢瓦斯又ハ蒸気電燈｣ 同４ ｢白熱電燈｣ 同５ ｢白熱繊條｣
同６ ｢電球真空封緘｣､ 真空管・ラジオ機器：第４類 ｢音響記録及音響復生｣ 第199類 ｢高周波電気通信｣､ 電
気部品・装置：第190類 ｢発電及電動｣ 第191類 ｢変電｣ 第192類 ｢送電及配電｣ 第193類 ｢電気制御及電気調整｣
第198類 ｢電気信号及電気表示｣ 第204類 ｢電池｣､ 測定器・電気計器：第１類 ｢測定器｣ 第195類 ｢電気及磁気
計器｣ 第196類 ｢電気的及磁気的測定｣､ 配線器具：第187類 ｢電気伝動｣ 第194類 ｢電気開閉器｣､ 照明装置：
第135類 ｢家具｣ 第139類 ｢燈具｣ 第200類 ｢電燈｣ のうち７ ｢電燈承口｣ 同８ ｢電燈支持具｣ 同９ ｢電球覆｣
同10 ｢電燈雑｣､ �線機器・医療機器：第46類 ｢医療具｣ 第206類 ｢電気治療｣､ 光電管・テレビジョン：第197
類 ｢電信及電話｣ 第207類 ｢電気雑工｣､ 化学・冶金・硝子：第144類 ｢無機化合物｣ 第145類 ｢有機化合物｣ 第
146類 ｢非金属元素｣ 第147類 ｢電気化学｣ 第148類 ｢化学試験用具｣ 第151類 ｢瓦斯｣ 第154類 ｢金工｣ 第155類
｢陶磁器､ 煉瓦及耐火用品｣ 第156類 ｢硝子及琺瑯｣ 第161類 ｢塗料｣ 第168類 ｢染料｣ 第182類 ｢可塑物｣ 第186
類 ｢化学雑工｣ 第188類 ｢電気絶縁｣､ 製造機：第12類 ｢焚火装置｣ 第15類 ｢暖房及乾燥｣ 第20類 ｢喞筒｣ 第43
類 ｢刷子及掃除具｣ 第53類 ｢混合機攪拌機及分離機｣ 第57類 ｢截断機､ 截刻機及打抜機｣ 第61類 ｢鑽孔機及削
孔機｣ 第64類 ｢研磨機｣ 第66類 ｢塗布機及貼附機｣ 第67類 ｢雑工具｣ 第105類 ｢窯業品製造機｣ 第106類 ｢金属
品製造機｣ 第107類 ｢雑種製造機｣ 第201類 ｢電熱｣｡ 上記以外をその他に分類した｡

(資料)特許明細書より作成｡ 審査分類については特許庁 『工業所有権制度百年史』 上巻､ 1985年､ 589ページを参
照した｡



る
が
、
筆
者
は
代
理
人
弁
理
士
の
項
目
に
注
目
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
代
理
人
弁
理

士
は
そ
の
特
許
の
出
願
処
理
を
行
っ
た
者
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
企
業
が
ど
の
よ
う
な
特
許
管
理
の
組
織
を
形
成
し
て
い
た
の
か
が
わ

か
る
。

表
８
は
大
正
元(

一
九
一
二)

年
か
ら
昭
和
一
三(

一
九
三
八)

年
ま
で
に
出
願

さ
れ
た
芝
浦
製
作
所
名
義
の
特
許
の
代
理
人
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
芝
浦
製
作
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表８ 芝浦特許の弁理士 (件)

出願年
発明者日本人 発明者外国人

東京特許
代理局

杉村萬國
特許事務所

芝浦
製作所 不明 岸清一

事務所
東京特許
代理局

芝浦
製作所 不明

1912 3
1913 17 2
1914 11
1915 17
1916 12
1917 12 3
1918 4 11
1919 8 1 3
1920 12 2 12
1921 21 1 17
1922 16 6 1 84
1923 14 43
1924 5 4 98 1
1925 25 21 94
1926 24 26 121
1927 38 21 113
1928 28 20 86
1929 33 15 87
1930 10 9 97
1931 16 5 140
1932 7 8 101
1933 11 7 1 95
1934 20 12 4 96
1935 17 23 3 50
1936 12 17 1 72
1937 8 16 1 3 67 3
1938 11 13 3 3 59 19

表７ 福井特許の技術分類 (件)
類 補助類 1949 … 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 合計

無機化合物 1 1 2
有機化合物 有機化合物一般 1 1 2 4

同 鎖状化合物 8 6 2 6 2 2 3 4 4 1 2 1 1 42
同 同素単環状化合物 1 1 1 1 3 7
同 複素環状化合物 4 1 1 1 1 1 1 4 1 15

鉱油､ 液体燃料 1 1
セメント､ 人造石､ 歴青質物 2 2
染料 1 1
ゴム, 可塑物 1 1 2 3 1 8
高分子化合物 高分子化合物一般 2 1 3

同 不飽和化合物の重合物 5 1 5 5 3 2 7 5 4 37
同 環状化合物の重合物 1 8 6 21 11 13 7 1 68
同 縮合的重合物 1 1 2

医薬､ 毒薬 1 1
切削､ 研削 1 5 6
合 計 1 10 7 2 20 4 8 7 13 20 28 26 26 18 6 3 199

(注) 日本特許分類 (昭和23年) による補助類までの分類を出願年度ごとに分類した｡
(資料) 公告特許公報；特許庁 『発明及び実用新案の分類表』 技報社､ 1950年より作成｡

(注) 各事務所の弁理士は次の通り
東京特許代理局…内村達次郎､ 伊東榮､ 藤田實雄､ 薗川武
杉村萬國特許事務所…杉村信近 (1924年以降独立開業)
芝浦製作所…杉村信近 (1923年まで)､ 平野三千三

(資料) 特許明細書より作成｡



所
の
特
許
は
主
に
東
京
特
許
代
理
局
、
杉
村
萬
国
特
許
事
務
所
、
岸
清
一
事
務
所
、

そ
し
て
芝
浦
製
作
所
に
所
属
す
る
弁
理
士
に
よ
っ
て
出
願
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
芝
浦
製
作
所
は
、
所
内
に
特
許
出
願
業
務
を
行
う
組
織
を
抱

え
つ
つ
、
さ
ら
に
外
部
の
特
許
事
務
所
を
利
用
し
て
出
願
業
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
発
明
者
ご
と
に
み
る
と
、
所
内
の
技
術
者
が
発
明
し
た

特
許(

発
明
者
が
日
本
人)
に
つ
い
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
外
部
の
特
許
事
務
所
に

出
願
依
頼
し
、
Ｇ
Ｅ
特
許(
発
明
者
が
外
国
人)

に
つ
い
て
は
、
大
正
一
一(

一
九

二
二)

年
以
降
す
べ
て
芝
浦
製
作
所
内
部
の
特
許
部
門
で
出
願
処
理
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
の
整
理
は
、
日
本
企
業
に
お
け
る
特
許
管
理
が

ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
の
か
を
解
明
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

福
井
特
許
に
関
し
て
も
同
様
に
誰
に
よ
っ
て
そ
れ
が
出
願
処
理
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ

の
実
施
を
管
理
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

三

権
利
の
異
動
と
行
使
を
調
べ
る

(

一)

権
利
の
異
動

特
許
が
出
願
さ
れ
登
録
さ
れ
た
後
、
そ
の
ま
ま
出
願
し
た
企
業
が
そ
れ
を
実
施
す

る
こ
と
も
多
い
が
、
権
利
を
他
社
に
有
償
か
あ
る
い
は
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
も
よ

く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
市
場
競
争
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
他
社
の
保
有
す
る
特
許

を
買
収
す
る
こ
と
も
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
譲
渡
や
売
買
に
伴
う
権
利
の
移
動
、

さ
ら
に
特
許
が
ど
の
く
ら
い
の
期
間
維
持
さ
れ
た
の
か
、
満
了
し
た
の
か
あ
る
い
は

放
棄
さ
れ
た
の
か
と
い
う
異
動
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

特
許
の
権
利
情
報
は
特
許
原
簿
に
記
載
さ
れ
る
。
特
許
法
二
七
条
に
よ
る
と｢

一
、

特
許
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の
延
長
、
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
消
滅
、
回
復
又

は
処
分
の
制
限｣
｢

二
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、

変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限｣

｢

三
、
特
許
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権

を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限｣

｢

四
、
仮

専
用
実
施
権
又
は
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分

の
制
限｣

に
関
す
る
事
項
は
特
許
原
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
簿
を
調
査
す
れ
ば
す
べ
て
の
特
許
に
つ
い
て
権
利
の
異
動

や
ラ
イ
セ
ン
ス
関
係
の
情
報
が
得
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
関
東
大
震
災(

一
九
二
三
年)

以
前
の
特
許
原
簿
は
失
わ
れ
て
お
り
調
査
で
き
な
い
。
さ
ら
に
す
べ
て
の
原
簿
の
閲

覧
を
請
求
す
る
と
な
る
と
費
用
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
重
要
な
特
許
に
つ
い
て
は

原
簿
調
査
を
行
う
の
が
よ
い
が
、
個
別
企
業
の
特
許
政
策
を
把
握
す
る
に
は
別
の
方

法
が
ふ
さ
わ
し
い
。

特
許
原
簿
を
利
用
せ
ず
特
許
の
異
動
を
調
査
す
る
方
法
は
、『

特
許
公
報』

の
巻

末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る｢

彙
報｣

を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
彙
報
に
は
特
許
権
の

譲
渡
、
取
消
、
実
施
権
の
設
定
、
相
続
な
ど
権
利
異
動
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
す
べ
て
の『

特
許
公
報』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
時
々
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
す
べ
て
の
異
動
が
も
れ
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
る
が
、
筆
者
は
太
平
洋
戦
争
開
始
以
前
の｢

彙

報｣

を
調
査
し
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
つ
は
、
先
に
も
見
た
、
芝
浦
製
作
所
に
お
け
る
特
許
管
理
の
発
生
で
あ
る
。
一

九
一
二
年
の
特
許
担
当
者
の
設
置
と
発
明
奨
励
制
度
の
制
定
と
前
後
し
て
、
そ
れ
以

前
に
個
人
名
義
で
出
願
、
登
録
さ
れ
て
い
た
特
許
権
が
芝
浦
製
作
所
へ
譲
渡
さ
れ
、

そ
の
記
録
は『

特
許
公
報』

に
掲
載
さ
れ
た
。

二
つ
目
は
電
球
特
許
を
め
ぐ
る
東
京
電
気
の
特
許
戦
略
で
あ
る
。
東
京
電
気
は
Ｇ

Ｅ
と
の
技
術
提
携
に
よ
っ
て
電
球
技
術
を
導
入
し
て
自
ら
の
開
発
活
動
を
活
発
化
さ
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せ
る
ほ
か
に
、
競
合
す
る
特
許
を
買
収
す
る
と
い
う
活
動
も
早
く
か
ら
行
っ
て
い
た
。

大
正
四(
一
九
一
五)

年
に
は
川
勝
ツ
ネ
な
る
人
物
か
ら
ガ
ラ
ス
製
造
に
関
す
る
特

許
を
取
得
し
、
翌
年
に
は
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ェ
ー
ベ
ル
が
発
明
し
た
タ

ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
の
特
許
を
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
柳
井
禎
蔵
の
電
球
特

許
、
福
原
信
三
に
よ
る
電
球
部
品
に
関
す
る
特
許
を
買
収
し
た

(

�)

。

三
つ
目
は
特
許
管
理
に
関
す
る
特
許
異
動
で
あ
る
。
Ｇ
Ｅ
が
自
社
名
義
で
登
録
し

た
特
許
を
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
に
移
転
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
特
許
を
両

社
に
移
転
し
そ
の
管
理
を
任
せ
る
た
め
の
移
転
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
芝
浦
製
作
所
か

ら
東
京
電
気
へ
の
特
許
移
転
が
登
録
さ
れ
た
旨
も｢

彙
報｣

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
四
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
芝
浦
製
作
所
の
名
義
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ

て
い
た
ラ
ジ
オ
関
係
品
の
Ｇ
Ｅ
特
許
が
、
東
京
電
気
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
Ｇ
Ｅ
が
自
ら
の
特
許
を
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
の
ど
ち
ら
へ
割

り
当
て
る
か
と
い
う
調
整
の
問
題
で
あ
り
、
ラ
ジ
オ
関
連
特
許
を
東
京
電
気
に
担
当

さ
せ
る
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
、
す
で
に
芝
浦
製
作
所
の
名
義
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ

て
い
た
ラ
ジ
オ
関
係
品
の
特
許
が
東
京
電
気
へ
と
移
転
さ
れ
た

(

�)

。
特
許
異
動
を
詳
細

に
追
跡
す
る
と
、
戦
間
期
に
Ｇ
Ｅ
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
許
管
理
を
行
っ

て
い
た
の
か
、
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
の
特
許
管
理
能
力
を
前
提
に
し
な
が
ら
ど

の
よ
う
に
国
際
経
営
を
行
っ
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

四
つ
目
は
、
東
京
電
気
と
芝
浦
製
作
所
が
合
併
し
て
東
京
芝
浦
電
気
と
な
っ
た
際

の
特
許
移
転
手
続
き
と
そ
の
規
模
が
彙
報
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
。
合
併
の
方
法
は

ま
ず
芝
浦
製
作
所
が
社
名
を
東
京
芝
浦
電
気
株
式
会
社
へ
と
変
更
し
、
東
京
電
気
が

解
散
し
て
こ
れ
に
合
流
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
権
利

の
合
同
は
東
京
電
気
か
ら
東
京
芝
浦
電
気
へ
の
特
許
権
の
譲
渡
と
い
う
形
態
を
と
っ

た
。
こ
れ
ら
特
許
権
の
譲
渡
は
一
九
三
九
年
に
行
わ
れ
、｢

彙
報｣

に
記
載
さ
れ
た

件
数
は
一
〇
九
〇
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
設
立
さ
れ
た
東
京
芝
浦
電
気

が
保
有
す
る
特
許
権
の
数
は
二
〇
〇
〇
件
を
超
え
て
い
た
こ
と
も
譲
渡
件
数
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
し
た

(

�)

。

筆
者
は
他
に
も
、
一
九
三
〇
年
代
に
東
京
電
気
、
芝
浦
製
作
所
、
安
藤
博
が
争
っ

た
特
許
係
争
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
特
許
権
譲
渡
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た

(

�)

。

｢

彙
報｣

の
情
報
を
使
っ
た
企
業
戦
略
の
分
析
は
、
特
許
出
願
統
計
に
基
づ
い
て
企

業
戦
略
の
分
析
を
行
う
研
究
に
比
べ
、
圧
倒
的
に
少
な
い
。
権
利
の
譲
渡
は
、
次
に

述
べ
る
権
利
の
行
使
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
に
特
許
を
使
う
か
と
い
う
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
構
成
す
る
事
項
で
あ
る
。｢

彙
報｣

情
報
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
ま
だ
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(

二)

権
利
の
行
使

特
許
法
は
、
請
求
項
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
技
術
を
排
他
的
に
使
用
す
る
た
め
、

他
社
が
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
排
除
で
き
る
効
力
を
権
利
者
に
付
与
し
て
い
る
。

他
社
の
使
用
を
排
除
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
審
判
制
度
や
裁
判
制
度
に
よ
り
国
家
の

強
制
力
を
も
っ
て
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
企
業
が
審
判
制
度
や
裁
判
制
度
を
通

し
て
、
ど
の
よ
う
に
特
許
権
を
行
使
し
競
争
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
日
本
企
業
の
特
許
管
理
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
企
業
は

特
許
権
を
取
得
し
そ
れ
を
利
用
す
る
技
術
を
ど
の
よ
う
に
蓄
積
し
て
き
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

審
判
制
度
と
裁
判
制
度
を
通
し
た
権
利
行
使
の
実
態
を
調
査
す
る
方
法
の
一
つ
に
、

研
究
対
象
と
し
て
い
る
企
業
が
関
係
し
た
審
判
や
判
決
を
調
査
す
る
方
法
が
挙
げ
ら

れ
る
。
審
判
や
裁
判
は
、
明
治
期
に
つ
い
て
は
特
許
局
が
発
行
し
た『

特
許
意
匠
審

決
録』

、『

特
許
意
匠
商
標
審
決
録』

あ
る
い
は『

特
許
局
審
決
録

附
大
審
院
判
決
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録』
に
よ
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
昭
和
一
三(

一
九
三
八)

年
以
降
に
な
る

と
特
許
局
に
よ
っ
て『

審
決
録』

が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
審

決
資
料
を
調
査
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
筆
者
が
研
究
対
象
と
し
た
範
囲
で
は
、
大
正

三(

一
九
一
四)
年
か
ら
昭
和
一
二(

一
九
三
七)

年
ま
で
の
審
決
に
つ
い
て
は
、

『

特
許
公
報』

巻
末
に
合
本
さ
れ
て
い
る
審
決
録
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

戦
前
に
お
い
て
は
、
審
判
請
求
の
種
類
と
し
て
相
手
方
の
特
許
や
実
用
新
案
の
無

効
を
訴
え
る
無
効
審
判
、
あ
る
製
品
が
特
許
や
実
用
新
案
の
権
利
範
囲
に
属
し
て
い

る
か
否
か
の
確
認
を
要
求
す
る
権
利
範
囲
確
認
審
判
、
そ
し
て
特
許
局
の
審
決
に
異

議
を
唱
え
る
抗
告
審
判
が
あ
っ
た
。
抗
告
審
判
が
不
服
で
あ
る
と
き
は
大
審
院
に
出

訴
す
る
こ
と
と
な
り
、
判
決
が
下
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
日
本
企
業
は
お
お

よ
そ
一
九
二
〇
年
代
か
ら
次
第
に
審
判
制
度
を
使
っ
て
特
許
権
を
行
使
し
市
場
競
争

を
行
う
場
面
が
増
え
た
。

表
９
は
電
球
特
許
を
め
ぐ
る
東
京
電
気
と
中
小
企
業
と
の
一
連
の
特
許
係
争
を
審

判
録
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
審
判
録
に
は
請
求
人
、
被
請
求
人
、
審
判
、
ど

の
特
許
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
審
判
に
か
け
ら
れ
た
か
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
電
球
産
業
が
ど
の
よ
う
な
競
争
状
況
に
あ
っ

た
か
を
特
許
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
筆
者
は
、
真
空
管

分
野
や
重
電
分
野
に
お
け
る
特
許
係
争
に
つ
い
て
も
分
析
し
各
分
野
の
特
徴
を
抽
出

し
た
。
電
球
や
真
空
管
分
野
で
は
表
に
あ
る
よ
う
な
激
し
い
特
許
係
争
が
行
わ
れ
る

が
、
他
方
重
電
分
野
で
は
審
判
制
度
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
問
題
が
発
生
し
た
と
き

は
協
議
に
よ
っ
て
ま
ず
は
解
決
を
試
み
る
と
い
っ
た
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た

(

�)

。
こ
の

よ
う
な
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
許
権
を
ど
の
よ
う
に
行
使
す
る
か
と

い
う
経
営
戦
略
と
結
び
つ
い
た
管
理
方
法
の
産
業
的
特
徴
や
日
本
的
特
徴
を
考
察
す

る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
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表９ 電球特許をめぐる審判事件一覧
審 判 ／ 裁 判 審 決／判 決 備 考

ラングミュア特許 (第29955号) に関する係争
1928年､ 元吉常雄､ 長峰文雄､ 森田末五郎､ 白松千歳､ 旭電球が東京電
気を相手に権利範囲確認審判を請求 (侵害していない旨の確認) 1929年８月､ 却下① 請求人らの電球がラングミュ

ア特許を侵害している審決
1929年､ 元吉常雄､ 長峰文雄､ 森田末五郎､ 白松千歳､ 旭電球が審決
①を不服として抗告審判を請求 (審決破棄､ 侵害していない旨の確認) 1931年９月､ 却下 第29955号特許が1931年８

月30日に満期失効したため1930年､ 帝国電気､ メトロ電球が東京電気を相手に権利範囲確認審判を請求 1931年９月､ 却下
内面つや消し電球特許 (第62921号) に関する係争
＜権利範囲確認審判を用いたもの＞
1929年､ 愛国電気が東京電気を相手に権利範囲確認審判を請求 1930年１月､ 却下②

愛国電球が製造販売する電
球の特許侵害が確定1930年､ 愛国電気が審決②を不服として抗告審判を請求 1930年９月､ 却下③

1930年､ 愛国電気が審決③を不服として大審院に出訴 1931年５月､ 上告棄却
＜無効審判を用いたもの＞
1928年､ 長峰文雄が東京電気を相手に無効審判請求 1928年９月､ 却下④
1929年､ 旭電気が東京電気を相手に無効審判請求 1930年３月､ 却下⑤
1928年､ 帝国電気が東京電気を相手に無効審判請求 1930年11月､ 却下

帝国電気など却下された無
効審判請求では､ 当該特許
が新規性を持たないことを
主張｡ 黒坂らは公知である
から無効であると主張｡

1929年､ 森武次郎が東京電気を相手に無効審判請求 1930年11月､ 却下⑥
1930年､ 黒坂矩雄､ 黒坂泰輔が東京電気を相手に無効審判請求 1930年11月､ 特許無効
1930年､ 元吉常雄､ 渡邊牧三が東京電気を相手に無効審判請求 1930年11月､ 却下⑦
1930年､ エビス電球､ メトロ電球が東京電気を相手に無効審判請求 1930年11月､ 却下
1928年､ 長峰文雄が審決④を不服として抗告審判を請求 1931年６月､ 却下 1931年３月５日､ 特許無効

となる (東京電気が審判放
棄)｡ 特許無効につき請求
却下の審決｡

1930年､ 旭電気が審決⑤を不服として抗告審判を請求 1931年５月､ 却下
1931年､ 森武次郎が審決⑥を不服として抗告審判を請求 1931年６月､ 却下
1931年､ 元吉常雄､ 渡邊牧三が審決⑦を不服として無効審判請求 1931年６月､ 却下
ピプキン特許 (第71092号) に関する係争
1932年､ 帝国電気､ エビス電球､ メトロ電球､ 旭電気が無効審判を請求 1933年３月､ 却下 その後抗告審判請求されず

(資料) 特許局 『特許公報』 および 『審決公報』 より作成｡



お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
お
よ
そ
第
二
次
大
戦
以
前
の
日
本
特
許
を
出
願
、
異
動
、

権
利
行
使
な
ど
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
調
査
し
分
析
す
る
方
法
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま

で
の
経
営
史
研
究
の
な
か
で
行
っ
て
き
た
調
査
方
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
目
的
が
違
え
ば
方
法
も
異
な
り
、
紹
介
し
た
方
法
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
ま

た
最
良
の
も
の
で
も
な
い
。
特
許
資
料
は
大
量
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
一
人
の
研
究

者
が
そ
れ
を
縦
横
に
分
析
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
多
く
の
研
究
者
は
対
象
と
す
べ
き
資
料
の
膨
大
さ
に
調
査
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
料
調
査
の
困
難
さ
ゆ
え
か
、
ま
だ
ま
だ
未
踏
の
特
許
資
料
が

多
く
あ
り
、
日
本
の
近
代
経
済
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
資
す
る
重
要
な
事
実

が
未
発
見
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
筆
者
は
こ
れ
か
ら
も
膨
大
な

資
料
と
の
格
闘
を
行
お
う
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
〇
年
九
月
末
に
大
阪
府
立
特
許
情
報
セ
ン
タ
ー
の
特
許
資
料

閲
覧
サ
ー
ビ
ス
が
廃
止
さ
れ
た
。
府
立
特
許
情
報
セ
ン
タ
ー
は
西
日
本
で
は
も
っ
と

も
多
く
特
許
資
料
を
収
集
、
整
理
し
公
共
の
閲
覧
に
供
し
て
き
た
拠
点
で
、
約
四
二

万
冊
の
特
許
資
料
が
蔵
書
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
特
許
資
料
が
電
子
化
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
紙
媒
体
に
よ
る
調
査
の
比
重
が
低
く
な
り
、
結
果
と
し
て
費
用
対
効
果
が

よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
橋
下
大
阪
府
政
に
よ
る
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
廃
止

が
決
定
さ
れ
た
。
大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
単
に
収
集
さ
れ
て
い
た
資
料
の
大
部

分
が
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
期
の
資
料
を
含
め
資
料
の
存
在
と

調
査
方
法
に
つ
い
て
専
門
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
っ
て
い
た
司
書
能
力
の
集
積
が
失
わ

れ
た
こ
と
も
大
き
な
損
失
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
し
て
い

た
資
料
の
一
部
は
、
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
公
文
書
館
、
九
州
大
学
、
関
西

大
学
な
ど
が
継
承
し
保
存
と
公
開
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

注

(

１)

石
井
正｢

特
許
か
ら
み
た
産
業
技
術
史

豊
田
佐
吉
と
織
機
技
術
の
発
展｣

特
許
庁

『

発
明』

第
七
六
巻
第
一
号
〜
第
六
号
、
一
九
七
九
年
一
月
〜
六
月
、
同『

知
的
財
産

の
歴
史
と
現
代

経
済
・
技
術
・
特
許
の
交
差
す
る
領
域
へ
歴
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ

』

発
明
協
会
、
二
〇
〇
五
年
。

(

２)

谷
口
豊｢

戦
間
期
に
お
け
る
日
本
紡
織
機
械
工
業
の
展
開

綿
紡
織
機
械
工
業
の

研
究
開
発

｣
『

久
留
米
大
学
産
業
経
済
研
究
会

産
業
経
済
研
究』

第
二
六
巻
第

一
号
、
一
九
八
五
年
六
月
。

(

３)

大
塚
啓
二
郎｢

綿
工
業
の
発
展
と
技
術
革
新｣

南
亮
進
・
清
川
雪
彦『

日
本
の
工
業

化
技
術
発
展』

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
七
年
。

(

４)

関
権『

近
代
日
本
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

特
許
と
経
済
発
展

』

風
行
社
、
二

〇
〇
三
年
。

(

５)

特
許
庁『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史(

上
巻)』

発
明
協
会
、
一
九
八
四
年
、
同

『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史(

下
巻)』

発
明
協
会
、
一
九
八
五
年
、
同『

工
業
所
有
権

制
度
百
年
史(

別
巻)』

発
明
協
会
、
一
九
八
五
年
。

(

６)

財
団
法
人
知
的
財
産
研
究
所『

特
許
か
ら
み
た
産
業
発
展
史
に
関
す
る
調
査
研
究
報

告
書』

同
所
、
二
〇
〇
〇
年
。

(

７)

木
村
安
一『

芝
浦
製
作
所
六
十
五
年
史』

東
京
芝
浦
電
気
株
式
会
社
、
一
九
四
〇
年
、

二
九
七
ペ
ー
ジ
。
日
本
電
気
社
史
編
纂
室『

日
本
電
気
株
式
会
社
百
年
史』

日
本
電
気

株
式
会
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
〇
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、
株
式
会
社
日
立
製
作

所
知
的
所
有
権
本
部『

日
立
の
知
的
所
有
権
管
理

企
業
の
将
来
を
築
く
知
的
所
有

権
と
そ
の
戦
略
的
活
用

』

発
明
協
会
、
一
九
九
五
年
に
お
い
て
も
日
立
製
作
所
の

初
期
の
特
許
活
動
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

８)

特
許
電
子
図
書
館
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は�

���
����

�
�
�	�


��	�
�
	������

��
��

��
�	�


�

で
あ
る
。
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第
一
号
特
許
は
明
治
一
八(

一
八
八
五)

年
七
月
一
日
に
出
願
さ
れ
八
月
一
四
日
に
登

録
さ
れ
た
堀
田
瑞
松
発
明
に
よ
る
特
許
で
あ
る
。

(

９)
特
許
電
子
図
書
館
の
特
許
・
実
用
新
案
公
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
特
許
明
細
書
に

つ
い
て
は
第
一
号
か
ら
第
二
一
六
〇
一
七
号(

昭
和
一
九
四
八
年
出
願
、
一
九
五
五
年

八
月
三
一
日
の
財
団
法
人
肥
料
研
究
所
を
権
利
者
と
す
る
も
の)

ま
で
が
、
特
許
公
告

は
大
正
一
一(

一
九
二
二)

年
か
ら
平
成
八(

一
九
九
六)

年
ま
で
、
公
開
特
許
は
昭

和
四
六(

一
九
七
一)
年
以
降
ま
で
、
等
の
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
公
報
テ
キ
ス

ト
検
索
で
は
、
ほ
か
に
公
表
特
許
が
平
成
八(

一
九
九
六)

年
以
降
の
も
の
等
が
検
索

で
き
る
。

(

10)

西
村
成
弘｢

戦
前
に
お
け
る
Ｇ
Ｅ
の
国
際
特
許
管
理

｢

代
理
出
願｣

契
約
と
東

京
電
気
の
組
織
能
力

｣
『

経
営
史
学』
第
三
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月

を
参
照
。

(

11)

特
許
局『

特
許
発
明
分
類
総
目
録(

上
巻)』

(
明
治
一
八
年
七
月
〜
明
治
四
一
年
一

〇
月)

、
一
九
〇
九
年
三
月
一
八
日
、
特
許
局『

特
許
発
明
分
類
総
目
録(

下
巻)』

(

明
治
一
八
年
七
月
〜
明
治
四
一
年
一
〇
月)

、
一
九
〇
九
年
三
月
一
八
日
、
特
許
局

『

続
特
許
発
明
分
類
総
目
録』

(

明
治
四
一
年
一
一
月
〜
大
正
元
年
一
二
月)

、
一
九
一

四
年
一
一
月
三
日
、
特
許
局『

特
許
発
明
分
類
総
目
録(

第
三
編)』

(
大
正
二
年
一
月

〜
大
正
三
年
一
二
月)

、
一
九
一
五
年
一
一
月
。

(

12)

特
許
局『

特
許
発
明
明
細
書

特
許
番
号
目
次』

(

大
正
四
年
〜
大
正
一
〇
年)
お

よ
び
同(

大
正
一
〇
年
七
月
〜
大
正
一
四
年)

。
こ
れ
ら
の
目
録
は
大
正
一
〇
年
特
許

法
に
よ
る
二
〇
七
分
類
法
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

(

13)

特
許
庁『

特
許
行
政
年
次
報
告
書

二
〇
一
〇
年
度
版＜

統
計
・
資
料
編＞

』

特
許

庁
、
二
〇
一
〇
年
、
四
七
ペ
ー
ジ
。

(

14)

特
許
庁『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史(

上
巻)』

五
八
七－

五
八
八
ペ
ー
ジ
。

(

15)
『

目
録』

を
調
査
し
て
い
る
と
特
許
番
号
は
あ
る
も
の
の
秘
密
特
許
と
記
さ
れ
権
利

者
氏
名
な
ど
が
一
切
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
特
許
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秘
密
特
許

は
第
二
次
大
戦
後
に
公
開
さ
れ
た
。
秘
密
特
許
は
全
部
で
一
五
七
二
件
あ
り
、
そ
の
明

細
書
は
一
九
四
八
年
一
〇
月
か
ら
一
九
五
五
年
三
月
に
か
け
て
三
一
号
に
分
け
て
公
開

さ
れ
た
。
こ
れ
も
調
査
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。

(

16)

西
村
成
弘｢

外
国
技
術
の
導
入
と
特
許
部
門
の
役
割

芝
浦
製
作
所
に
お
け
る
特

許
部
門
の
設
立
と
展
開

｣
『

国
民
経
済
雑
誌』

第
一
八
六
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
二

年
一
〇
月
を
参
照
。

(

17)

木
村
安
一『

芝
浦
製
作
所
六
十
五
年
史』

一
八
二
ペ
ー
ジ
。

(

18)

筆
者
は
他
に
も
工
業
之
日
本
社『

日
本
工
業
要
鑑』

各
版
、
人
事
興
信
所『

人
事
興

信
録』

各
版
な
ど
を
利
用
し
個
人
の
特
定
を
行
っ
た
。

(

19)

特
許
電
子
図
書
館
で
は
発
明
者
に
よ
る
検
索
が
可
能
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
検
索
が

可
能
な
一
九
九
六
年
以
降
公
開
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。

(

20)

西
村
成
弘｢

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
軌
道
理
論
と
産
学
協
同

福
井
謙
一
特
許
の
分
析

｣
『

社
会
経
済
史
学』

第
七
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
。

(

21)

日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー『

日
本
特
許
出
願
人
総
索
引(

日
本
法
人
出
願)』

、

同『

日
本
特
許
出
願
人
総
索
引(

日
本
個
人
・
外
国
人
出
願)』

(

昭
和
二
三
年
〜
昭
和

三
六
年)

、
同『

日
本
特
許
索
引(

出
願
人
索
引
・
分
類
索
引)』

(

昭
和
三
七
年
か
ら)

、

日
本
特
許
情
報
機
構『

公
告
特
許

出
願
人
索
引』

な
ど
。

(

22)

筆
者
は
、
福
井
特
許
の
件
数
確
認
の
た
め
有
料
特
許
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｢

パ
ト
リ
ス｣

を
利
用
し
て
福
井
謙
一
が
発
明
者
と
な
っ
て
い
る
特
許
を
検
索
し
た
。
し
か
し
戦
後
初

期
の
特
許
は
パ
ト
リ
ス
検
索
で
も
抽
出
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

『

日
本
経
済
新
聞』

二
〇
〇
九
年
二
月
二
日(

朝
刊)

も
参
照
の
こ
と
。

(

23)

特
許
庁『

工
業
所
有
権
制
度
百
年
史(

上
巻)』

六
六
二－

六
六
八
ペ
ー
ジ
、
富
田

徹
男｢

特
許
に
よ
る
技
術
移
転
の
功
罪(

技
術
・
文
化
・
知
的
所
有
権
二
八)｣

通
商

産
業
調
査
会『

特
許
ニ
ュ
ー
ス』

一
九
九
八
年
六
月
五
日
、
同｢

知
的
所
有
権｣

、
中

岡
哲
郎
・
鈴
木
淳
・
堤
一
郎
・
宮
地
正
人
編『

新
体
系
日
本
史
一
一

産
業
技
術
史』

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
五
五－

四
六
一
ペ
ー
ジ
。

(

24)

西
村
成
弘｢
戦
前
に
お
け
る
Ｇ
Ｅ
の
国
際
特
許
管
理｣

『

経
営
史
学』

を
参
照
。

(

25)

西
村
成
弘｢
国
際
特
許
管
理
契
約
と
日
米
開
戦

Ｇ
Ｅ
の
対
日
事
業
と
敵
産
処
分
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｣
『

関
西
大
学
商
学
論
集』

第
五
四
巻
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
。

(

26)
西
村
成
弘｢

戦
間
期
に
お
け
る
東
京
電
気
の
技
術
導
入
と
技
術
開
発｣

『

経
済
論
叢』

第
一
七
二
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
を
参
照
。

(

27)

西
村
成
弘｢
外
国
技
術
の
導
入
と
特
許
部
門
の
役
割｣

『

国
民
経
済
雑
誌』

を
参
照
。

(

28)

特
許
情
報
閲
覧
室
に
よ
っ
て
は
、『

特
許
公
報』

か
ら｢

彙
報｣

の
個
所
を
切
り
取

り
合
本
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

(

29)

西
村
成
弘｢

第
一
次
大
戦
以
前
に
お
け
る
東
京
電
気
の
技
術
開
発
と
特
許
管
理｣

『

経
済
論
叢』

第
一
七
〇
巻
第
四
号
を
参
照
。

(

30)

西
村
成
弘｢

国
際
特
許
管
理
契
約
と
日
米
開
戦｣

『

関
西
大
学
商
学
論
集』

。

(

31)

西
村
成
弘｢

国
際
特
許
管
理
契
約
と
日
米
開
戦｣

『

関
西
大
学
商
学
論
集』

。

(

32)

西
村
成
弘｢

ド
ミ
ナ
ン
ト
企
業
の
基
本
特
許
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス

真
空

管
産
業
に
お
け
る
特
許
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
事
例
分
析

｣
『

経
済
論
叢』

第
一
八
〇

巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
八
月
。

(

33)

特
許
局『

特
許
意
匠
審
決
録』

(

明
治
三
二
年
〜
明
治
三
六
年)

一
九
〇
四
年
八
月
、

同『

特
許
意
匠
商
標
審
決
録』

(

明
治
三
九
年)

一
九
〇
六
年
、
同『

特
許
局
審
決
録

附
大
審
院
判
決
録』

(

明
治
三
八
年
七
月
〜
明
治
四
〇
年
一
二
月)
一
九
〇
八
年
、

同『

特
許
局
審
決
録

附
大
審
院
判
決
録』
(

明
治
四
一
年
〜
大
正
二
年)
一
九
〇
九

年
〜
一
九
一
五
年
。
特
許
局『

審
決
録』
(

第
一
号
〜)

一
九
三
八
年
〜
。

(

34)

西
村
成
弘｢

特
許
プ
ー
ル
と
電
球
産
業
統
制

東
京
電
気
に
よ
る
知
的
財
産
管
理

の
展
開

｣
『

経
済
論
叢』

第
一
七
五
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
一
月
。

(

35)

西
村
成
弘｢

日
本
に
お
け
る
知
的
財
産
管
理
の
形
成

重
電
機
器
を
め
ぐ
る
特
許

係
争
事
件
を
中
心
に

｣
『

経
済
論
叢』

第
一
七
四
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
九
月
。
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